
 

 

 

 

 

 

 

第２次匝瑳市空家等対策計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月 

匝 瑳 市 

 

  



 

 

  



 

 

 

目 次 

第１章 計画の趣旨 ....................................................... １ 

１ 計画策定の背景 ..................................................... １ 

２ 計画の位置付け ..................................................... ２ 

３ 計画の期間 ......................................................... ２ 

４ 対象地区 ........................................................... ２ 

５ 計画の対象とする空家等 ............................................. ３ 

第２章 本市の状況 ....................................................... ４ 

１ 人口・世帯数の推移と現状 ........................................... ４ 

（１）人口等の推移と現状 ............................................... ４ 

（２）出生数・死亡数（自然増減）の推移と現状 ........................... ５ 

（３）転入数・転出数（社会増減）の推移と現状 ........................... ６ 

（４）世帯数の推移と現状 ............................................... ７ 

２ 国の統計資料から見る空き家の状況 ................................... ８ 

（１）住宅・土地統計調査 ............................................... ８ 

（２）空き家所有者実態調査（国土交通省） ............................. １０ 

３ 匝瑳市空家等実態調査 ............................................. １４ 

（１）調査の概要 ..................................................... １４ 

（２）調査の結果 ..................................................... １４ 

４ 空家等対策に関する課題 ........................................... １８ 

第３章 空家等対策の基本施策 ........................................... １９ 

１ 基本的な方針 ..................................................... １９ 

２ 空家等対策の具体的な施策 ......................................... ２０ 

（１）空家等の発生予防及び適切な管理の促進に関する事項 ............... ２０ 

（２）空家等及び空家等の跡地の有効活用の促進に関する事項 ............. ２０ 

（３）管理不全な空家等に対する措置に関する事項 ....................... ２０ 

３ 空家等対策の実施体制に関する事項 ................................. ２４ 

（１）市民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 ............. ２４ 

（２）庁内関係課との連携 ............................................. ２５ 

（３）関係団体等との連携 ............................................. ２６ 

（４）匝瑳市空家等対策協議会 ......................................... ２６ 

（５）匝瑳市空家等対策検討委員会 ..................................... ２７ 

４ 空家等の調査方法 ................................................. ２８ 



 

（１）調査方法 ....................................................... ２８ 

資料編 ................................................................. ３１ 

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 ............................... ３１ 

２ 匝瑳市空家等対策の推進に関する条例 ............................... ４６ 

 

 

 



 

１ 

 

第１章 計画の趣旨 

 

 １ 計画策定の背景 

   近年、本市においても増加傾向にある空家等（空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第１

項に規定する「空家等」をいう。以下同じ。）の中には、管理が行われず放

置された空家等（以下「管理不全な空家等」という。）が少なくありません。

管理不全な空家等をそのまま放置すれば、荒廃が進み倒壊等により周辺住民

の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあります。また、空家等への

不審者の侵入や放火等、犯罪を誘発するおそれもあり、これらがもたらす生

活環境への影響が懸念されます。 

   空家等の管理は、空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）

が第一義的な管理責任を有しており、近隣への影響がないよう適切な管理を

しなければなりません。しかし、所有者等としての管理意識の低下や相続が

行われていないこと等により、管理不全な空家等が増加しており、本市には

これらに対する対策を推進することが求められています。 

   このような状況を踏まえ、本市の基本的な考え方を明確にし、空家等対策

を総合的かつ計画的に推進するため、平成３１年３月に「匝瑳市空家等対策

計画（以下、「第１次計画」という。）」を策定しました。 

   この第１次計画では、「市民が安心・安全に暮らすことができる生活環境を

確保するとともに、地域の活性化に寄与すること」を目指し、「発生予防・

管理の促進」「有効活用の促進」「管理不全の解消」の３つの基本方針を基に、

空家等対策を進めてきましたが、計画期間である５年が経過することから取

組の見直しを図ります。また、令和５年１２月１３日に空家等対策の推進に

関する特別措置法の一部を改正する法律が施行され、新たな空家等対策が盛

り込まれたことから、それらの改正内容も踏まえ、「第２次匝瑳市空家等対

策計画（以下、「本計画」という。）」を策定します。 

  



 

２ 

 

 ２ 計画の位置付け 

   本計画は、法第７条第１項及び匝瑳市空家等対策の推進に関する条例（平

成２９年匝瑳市条例第１３号。以下「条例」という。）第６条第１項に規定す

る空家等対策計画として、匝瑳市空家等対策協議会における協議を踏まえ、

策定しました。匝瑳市総合計画やその他の各種計画との整合を図りつつ、本

計画を推進していきます。 

 

 

 ３ 計画の期間 

   本計画の計画期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。

なお、社会情勢や本市における空家等の状況の変化を踏まえ、必要に応じて

見直していくものとします。 

 

 ４ 対象地区 

   本計画は、匝瑳市全域を対象とします。 
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 ５ 計画の対象とする空家等 

   本計画は、法第２条に規定する「空家等」及び「特定空家等」並びに法第

１３条に規定する「管理不全空家等」を対象とします。なお、空家等の活用

や発生予防に関する取組では、「空家等」に該当しないものを対象とする場

合があります。 

 

 

■空家等（法第２条第１項） 

 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他

の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する

物を含む。第１４条第２項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理するものを除く。 

 

■特定空家等（法第２条第２項） 

 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険とな

るおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われて

いないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るため

に放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

■管理不全空家等（法第１３条第１項） 

 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空

家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認め

られる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第６条第

２項第３号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に

該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

  



 

４ 

 

第２章 本市の状況 

 

 １ 人口・世帯数の推移と現状 

 （１）人口等の推移と現状 

    令和２年国勢調査における本市の人口は３５，０４０人であり、平成１

２年以降一貫して減少し続けています。一方で、高齢化率（人口に占める

６５歳以上の高齢者の割合）は上昇を続けており、令和２年国勢調査では

３５．９％でした。 

    また、国立社会保障・人口問題研究所による推計によれば、今後も人口

の減少と高齢化率の上昇が予想されます。 

 

 

※出典：平成１２年から令和２年までは国勢調査による実績値、   

令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計値 

 

  

42,914 42,086 
39,814 

37,261 
35,040 

32,544 
30,106 

27,713 
25,325 

22,932 
20,643 

22.7%25.2%27.5%
31.9%

35.9%38.7%41.2%43.4%47.0%49.3%51.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

（人）

人口 高齢化率



 

５ 

 

 （２）出生数・死亡数（自然増減）の推移と現状 

    本市の出生数・死亡数の推移を見ると、平成１２年以降「自然減」（死亡

数が出生数を上回る。）が一貫して続いています。 

 

 

出典：千葉県毎月常住人口調査報告書(年報) 
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 （３）転入数・転出数（社会増減）の推移と現状  

    本市の転入数・転出数の推移を見ると、平成１３年までは「社会増」（転

入数が転出数を上回る。）だったものの、以降は「社会減」（転出数が転入

数を上回る。）に転じ、その後も「社会減」が継続しています。 

 

 

出典：千葉県毎月常住人口調査報告書(年報) 

 

  

74 77 

-94 

-210 

-64 
-96 -86 

-218 -207 -190 

-259 

-127 

-218 

-46 
-111 

-209 

-111 -115 -123 -103 
-146 

-190 

-107 

1,287 

1,308 
1,261 

1,121 
1,160 

1,143 
1,155 

1,009 
962 

913 

1,037 

924 921 
893 

783 
820 

852 
795 778 788

709
667

847

1,213 

1,231 

1,355 

1,331 

1,224 

1,239 

1,241 
1,227 

1,169 

1,103 

1,296 

1,051 

1,139 

939 
894 

1,029 

963 
910 901 891

855857

954

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

社
会
増
減
（
転
入―

転
出
）
（
人
）

転
入
数
・
転
出
数
（
人
）

転入数・転出数の推移

社会増減（転入－転出） 転入数 転出数



 

７ 

 

 （４）世帯数の推移と現状 

    平成５年以降、世帯数は増加し続けており、平成５年に１２，２３２世

帯だった世帯数は、令和５年には１４，７４５世帯となっています。人口

減少と世帯数の増加から１世帯当たり人員は減少し続けており、平成５年

に３．５５人だった１世帯当たり人員は、令和５年には２．３２人まで減

少しており、核家族化や単身世帯の増加が進んでいることが分かります。 

 

 

出典：匝瑳市住民基本台帳人口（各年３月３１日現在） 
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 ２ 国の統計資料から見る空き家の状況 

 （１）住宅・土地統計調査 

    住宅・土地統計調査は、住宅とそこに居住する世帯の居住状況等の実態

を把握し、その現状と推移を明らかにするため、５年ごとに国が行う調査

です。 

    この調査は標本調査であり、市町村の人口規模別に抽出した全国約２２

万の調査区（約３７０万戸・世帯）を対象に、調査票等により回答を得た

数値の推計値となっています。 

 

 

 

・二次的住宅……①別荘 週末や休暇時に避暑・避寒・保養等の目的で使用される住宅で、

普段は人が住んでいない住宅 

        ②その他 普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊ま

りするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

・賃貸用の住宅… 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

・売却用の住宅… 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

・その他の住宅… 上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院等のため居住世

帯が長期にわたって不在の住宅や建て替え等のために取り壊すことにな

っている住宅等 

 

  

住宅・土地統計調査による住宅の種類

住宅以外で人が居住する建物

居住世帯のある住宅
居住世帯のない住宅 一時現在者のみの住宅

建築中の住宅

会社等の寮・寄宿舎

別荘
その他

空き家 二次的住宅

住宅

学校等の寮・寄宿舎
旅館・宿泊所
その他の建物

賃貸用の住宅
売却用の住宅
その他の住宅
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   ① 空き家戸数の推移 

     住宅・土地統計調査における本市の空き家（賃貸用や売却用の空き家

等を含む。）の状況については、平成２０年調査の１，７７０戸から平成

３０年調査では２，１８０戸と増加しています。 

 

出典：住宅・土地統計調査 

 

     また、空き家の種類別では「その他の住宅」が平成２０年調査の１，

０５０戸から平成３０年調査では１，６２０戸に増加しています。 

 

※１の位で四捨五入されているため、空き家戸数と種類別内訳の合計の数は必ず

しも一致しません。               

出典：住宅・土地統計調査 
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１０ 

 

 （２）空き家所有者実態調査（国土交通省） 

    国土交通省では、全国の空き家について利用状況、管理状況、所有者の

意識・意向等を把握することを目的に、令和元年に「空き家所有者実態調

査」を行いました。 

    この調査は、平成３０年住宅・土地統計調査の調査対象住宅の中から無

作為に抽出した空き家の所有者を対象に行われました。本市に限定した調

査結果は公表されていませんが、全国的な空き家の実態や所有者の意向等

の傾向が示されています。 

   ① 空き家の利用状況（建築時期別） 

     空き家の利用状況について建築時期別にみると、建築時期が古いもの

ほど、その他の住宅の割合が総じて大きくなっています。 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省） 

 

  



 

１１ 

 

   ② 空き家の腐朽・破損の状態 

     空き家の５４．８％が腐朽・破損の状態にあります。利用状況別にみ

ると、「その他」は、空き家の中でも腐朽・破損があるものの割合が大

きく、６４．２％となっています。 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省） 

 

   ③ 空き家を取得した経緯 

     空き家を取得した経緯については、「相続」が５４．６％と最も多く、

次いで「新築・建て替え」が１８．８％、「中古の住宅を購入」が１４．

０％の順になっています。 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省） 

  



 

１２ 

 

   ④ 管理する上での課題 

     管理をする上での課題については、「管理の作業が大変」が２９．８％、

「住宅を利用する予定がないので管理が無駄になる」が２６．０％など

となっている一方、「課題がない」が３０．２％となっています。 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省） 

 

   ⑤ 今後５年程度のうちの利用意向 

     今後５年程度のうちの利用意向について、「空き家にしておく（物置を

含む）」が２８．０％、「セカンドハウスなどとして利用」が１８．１％、

「売却」が１７．３％となっています。 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省） 

 



 

１３ 

 

   ⑥ 賃貸・売却する上での課題 

     賃貸・売却する上での課題を聞いたところ、「買い手・借り手の少なさ」

が４２．３％と最も多く、次いで「住宅の傷み」が３０．５％、「設備や

建具の古さ」が２６．９％の順になっています。 

 
出典：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省） 

 

   ⑦ 空き家にしておく理由 

     「物置として必要だから」が４４．９％と最も多く、次いで「解体費

用をかけたくないから」が３９．９％となっています。 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省） 
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 ３ 匝瑳市空家等実態調査 

 （１）調査の概要 

    本市では、空家等対策の基礎データとなる空家等の実態を把握するため、

平成２８年度に空家等基礎情報調査を実施し、この調査を基に現地調査（外

観調査）を実施しました。 

   ① 空家等基礎情報調査 

     市内全域の空家等に該当すると思われる建築物の分布状況や件数を把

握するため、平成２８年５月から９月まで、住宅地図作成時の最新の現

地調査情報から空家等の候補の位置情報等を抽出し整理しました。 

 

   ② 現地調査（外観調査） 

     空家等基礎情報調査から得た空家等の候補の位置情報等を基に、平成

２９年４月から９月まで、空家等の該当判断及び管理状況を把握するた

め、職員による現地調査（外観調査）を実施しました。 

また、本調査を通じてそれまで把握していなかった空家等を確認しま

した。 

 

   ③ 追跡調査（外観調査） 

     これまでに把握した空家等の情報を基に、令和４年度から５年度まで、

最新の該当判断及び管理状況を把握するため、職員による追跡調査（外

観調査）を実施しました。 

 

 （２）調査の結果 

   ① 空家等の戸数 

     追跡調査の結果、空家等の該当戸数は５７３戸でした。このうち、適

切に管理されており周辺に悪影響を与える心配がない状態の空家等（以

下「良好な空家等」という。）は２８７戸（５０．１％）、管理不全な空

家等は２８６戸（４９．９％）でした。管理不全な空家等のうち、老朽

化等により倒壊等の危険性のある空家等（以下「特定空家等候補の空家

等」という。）は、１０４戸でした。平成２９年度の調査結果と比較する

と、良好な空家等の割合が減った一方、管理不全な空家等の割合が増え

ています。また、特定空家等候補の戸数は減っています。 
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特定空家等候補の

空家等

104

良好な空家等

287

50.1%

管理不全な空家等

286

49.9%

空家等総数

573戸

良好な空家等

管理不全な空家等

特定空家等候補の空家等

令和６年１月３１日現在

特定空家等候補の

空家等

148

良好な空家等

345

59.1%
管理不全な空家等

239

40.9%

空家等総数

584戸

良好な空家等

管理不全な空家等

特定空家等候補の空家等

平成２９年９月３０日現在
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   ② 地域別の空家等の状況 

     空家等の戸数を地域別にみると、中心市街地である中央地区及び野

田・栄・共興地区の海岸沿いに空家等が多く存在している傾向がありま

す。 

 

■地域別、分類別の空家等戸数■ 

令和６年１月３１日現在 

地区名 

① 

空家等

の総数 

②+③ 

 

⑤ 

戸 建 住

宅 の 世

帯数 

⑥ 

空 家 率

(％) 

①/(①+

⑤)*100 

② 

① の う

ち 良 好

な 空 家

等 

③ 

① の う

ち 管 理

不 全 な

空家等 

 

④ 

③のうち 

特定空家等候

補の空家等 

中央 103 58 45 15 1,868 5.23 

豊栄 27 18 9 5 1,097 2.40 

須賀 36 19 17 4 1,008 3.45 

匝瑳 19 9 10 3 427 4.26 

豊和 27 8 19 8 570 4.52 

吉田 11 4 7 4 333 3.20 

飯高 17 7 10 4 308 5.23 

共興 63 23 40 23 720 8.05 

平和 39 18 21 9 1,186 3.18 

椿海 36 21 15 3 1,243 2.81 

野田 130 71 59 15 1,561 7.69 

栄 65 31 34 11 997 6.12 

合計 573 287 286 104 11,318 4.82 

※ ⑤の「戸建住宅の世帯数」は令和２年国勢調査から引用 

※ ⑤の世帯数は居住世帯のみであるため、⑥の分母となる戸数は、①の

空家等戸数を加えた数値としています。 
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   ③ 空家等の分布図 
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 ４ 空家等対策に関する課題 

   各種統計調査等の結果やこれまで市に寄せられた空家等に関する過去の相

談等から、空家等対策を進めていく上での課題は、以下のとおりであると考

えられます。 

 

 各種統計調査から見えた課題 

・ 人口減少や、高齢化、核家族化が進んでおり、単身高齢者の施設入所や親

族の家への引っ越し等により、空き家が増加することが予想されます。 

・ 人口が減少する一方で総住宅数は増加しており、空き家は増加傾向にあり

ます。なかでも、市場に流通せず潜在的に管理が不十分になりやすい「その

他の住宅」の数が大きく増加していることから、管理不全な空家等による周

辺地域への悪影響が懸念されます。 

・ 空き家の５割以上、「その他」の空き家は６割以上が十分に管理されてお

らず、腐朽・破損があります。 

・ 空家等の賃貸・売却の意向がある場合に、買い手・借り手の少なさが課題

となっています。 

・ 今後５年程度のうちの利用意向で、空き家のままにしておくと回答する所

有者等が多いことから、所有者等の多くは空き家の処分に消極的な姿勢であ

ることが伺えます。 

 

 過去の相談等から見えた課題 

・ 親族間での空家等の管理分担の協議や相続手続等が行われず、放置される

ことにより空家等が管理不全な状態になるケースがあります。さらに、その

まま相続協議がまとまらず、管理不全な状態が継続する傾向があります。 

・ 高齢化により維持管理ができないとの相談が多数あります。 

・ 空家等の解体の必要性を認識していても、経済的な理由により解体できな

いケースがあります。 
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第３章 空家等対策の基本施策 

 

 １ 基本的な方針 

   本計画では第１次計画に引き続き、市民が安心・安全に暮らすことができ

る生活環境を確保するとともに、地域の活性化に寄与することを目指し、以

下の３つを基本方針とし、空家等対策を推進していきます。 

 

 

 

   地域等と連携し空家等の実態の把握に努めるとともに、所有者等に対し、

建築物の適切な維持管理や財産の適切な承継の重要性について、周知・啓発

を行うことにより、所有者等の意識の向上を図り、空家等の発生を予防・抑

制します。 

 

 

   空家等の利活用や流通促進の支援策を実施し、空家等及び空家等の跡地の

活用を促進することで、空家等の増加抑制及び管理不全な空家等の発生の予

防に努めます。 

   また、空家等及び空家等の跡地をまちの魅力向上やコミュニティ活動を進

める上での地域の資源と捉え、地域等との連携による有効活用の仕組みを検

討します。 

 

 

   地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対しては、現地

調査や所有者確認を行い、その空家等の状態やその周辺の生活環境への悪影

響の程度を総合的に勘案し、所有者等に対して、関係部署等と連携の上、状

況に応じた指導、勧告、命令等の措置を講じ、管理不全な空家等の解消に努

めます。 

①発生予防・管理の促進

③管理不全の解消②有効活用の促進

○基本的な方針１「空家等の発生予防と適切な管理の促進」 

 

○基本的な方針２「空家等の有効活用の促進」 

 

○基本的な方針３「管理不全な空家等の解消」 
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 ２ 空家等対策の具体的な施策 

 （１）空家等の発生予防及び適切な管理の促進に関する事項 

    空家等の適切な管理がされず放置された場合、時間が経過するほど建物

や敷地の状態が悪化し、状況の改善には多大な労力と費用が必要となりま

す。空家等は今後も増加することが予想されることから、空家等の発生予

防対策や、所有者等による適切な管理の促進のため、本市は以下の取組を

行います。 

   ① 市民や関係団体等と連携した空家等に係る情報収集体制の検討 

   ② ホームページや広報紙、ダイレクトメールを通じた周知・啓発のほか、

相談会や講演会開催の検討 

   ③ 相続登記手続に関する重要性の周知や、生前対策等の情報提供の検討 

   ④ 空家等の除却費用に対する助成制度の検討 

 

 （２）空家等及び空家等の跡地の有効活用の促進に関する事項 

    空家等対策は空家等の適切な管理に向けた対策だけではなく、空家等の

有効活用を図る対策も必要になります。活用可能な空家等は地域資源であ

り、利活用されることにより地域の活性化にもつながることから、本市は

以下の取組を行います。 

   ① 匝瑳市空き家バンクの活用 

   ② 匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金の活用 

   ③ 匝瑳市事業用空き物件情報登録制度の活用 

   ④ 不動産取引に係る事業者や地域活動に積極的な団体等との連携強化の

検討 

   ⑤ 空家等の改修費用に対する助成制度の検討 

   ⑥ 国の補助制度等を活用した新たな制度創設の検討 

   ⑦ 居住環境の整備改善や地域活性化につながる空家等及び空家等の跡地

の利活用の実施や支援の検討 

   ⑧ 資産価値の低い空家等の解消方法の検討 

 

 （３）管理不全な空家等に対する措置に関する事項 

    空家等のうち管理不全な空家等は、周辺環境への影響が大きく速やかな

改善が求められます。本市は初期の対応として、所有者等の意向を把握し

た上で、適切な管理を働きかけるとともに、解体を含めた状況の改善依頼

や助言等を行い、自主的な対応による管理不全な空家等の削減に努めます。

これにより対応改善が行われない場合には、これまでの経緯や危険性を考
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慮した上で、管理不全空家等及び特定空家等に該当するかを判断し、認定

した場合には、法に基づく措置を講じるものとします。 

 

   ① 管理不全空家等及び特定空家等の判断基準 

     管理不全空家等及び特定空家等の判断基準については、国が示した「管

理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図る

ために必要な指針（ガイドライン）」を踏まえ、匝瑳市空家等対策協議

会からの意見を取り入れた上で、市で策定した「匝瑳市特定空家等判断

基準」を改正し「匝瑳市管理不全空家等及び特定空家等判断基準」を定

めるものとします。 

     なお、特定空家等の判断は、同判断基準に基づき空家等の状態、危険

性の有無、周辺環境への影響の程度等を総合的に考慮した上で、匝瑳市

空家等対策協議会からの意見を踏まえて行います。 

 

   ② 法に基づく管理不全空家等に係る措置 

     本市は、管理不全空家等に認定した空家等に対して、法に基づき必要

に応じて以下に挙げる措置を講じます。 

    ア 管理不全空家等の所有者等への指導（法第１３条第１項） 

      所有者等自らの意思による改善を促すため、必要な措置内容及びそ

の事由等について指導を行います。 

 

    イ 管理不全空家等の所有者等への勧告（法第１３条第２項） 

      法第１３条第１項の指導を行ったにもかかわらず、状態が改善され

ない場合は、必要な具体的な措置をとることを勧告します。この勧告

により、住宅用地特例による固定資産税の減額の対象から除外されま

す。 

 

   ③ 法に基づく特定空家等に係る措置 

     本市は、特定空家等に認定した空家等に対し、法に基づき必要に応じ

て以下に挙げる措置を講じます。 

    ア 特定空家等の所有者等への助言又は指導（法第２２条第１項） 

      所有者等自らの意思による改善を促すため、必要な措置内容及びそ

の事由等について助言又は指導を行います。 

 

    イ 特定空家等の所有者等への勧告（法第２２条第２項） 
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      法第２２条第１項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、状態が

改善されない場合は、相当の猶予期限を付して必要な措置をとること

を勧告します。この勧告により、住宅用地特例による固定資産税の減

額の対象から除外されます。 

 

    ウ 特定空家等の所有者等へ命令（法第２２条第３項～第８項） 

      法第２２条第２項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告

に係る措置をとらなかった場合で、特に必要があると認めるときは、

相当の猶予期限を付してその勧告に係る措置をとることを命令します。 

 

    エ 特定空家等に係る代執行（法第２２条第９項） 

      法第２２条第３項の措置命令を命ぜられた者が、その措置を履行し

ない場合、履行しても十分でない場合、又は履行しても期限までに完

了する見込みがない場合は、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

の規定に従い、代執行を行います。 

 

    オ 特定空家等に係る略式代執行（法第２２条第１０項） 

      法第２２条第３項の措置命令を命じようとする場合において、過失

がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき

は、略式代執行を行います。 

 

   ④ 条例に基づく必要最低限度の応急措置（条例第８条） 

     空家等に起因して、市民の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回

避するため、速やかに措置を講じる必要があると認める場合は、当該空

家等の所有者等とその内容を協議し、同意を得た上で必要最低限度の措

置を講じます。 

 

■応急措置の類例■ 

 

    ○ 樹木の枝打ち 

    ○ 開放されている窓、門扉その他開口部の閉鎖 

    ○ 瓦、れんがその他の建築物又はこれに付属する工作物の一部で落下

等による危険が生じるおそれのある部分の養生又は取り外し（簡易な

ものに限る。） 

    ○ 空家等からの飛散を防ぐための措置 
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    ※なお、類例以外の措置については、事例ごとに判断するものとします。 

 

   ⑤ 関係法令による対応 

     空家等に係る対応が必要な事案の中には、法に限らず、他法令により

措置が講じられる場合があります。 

     このため、空家等の状態や周辺への影響、危険性の程度等を総合的に

判断し、どのような法令を根拠に、どのような手段で措置を講じるかを

関係課等と協議し、必要な措置を講じるものとします。 

 

■（参考）他法令に基づく措置等■ 

 

法令名等 措置等の内容 

建築基準法 

（第１０条） 

保安上危険な建築物等に対する措置 

（命令、代執行）【特定行政庁】 

消防法 

（第３条、第５条、

第９条） 

火災の予防に危険であると認める場合の措置 

（命令、代執行）【消防長】 

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律 

（第１９条） 

廃棄物の不法投棄により生活環境の保全上の支障が

ある場合の措置 

（緊急措置、命令、代執行）【都道府県知事】【市町

村長】 

道路法 

（第４３条、第７１

条） 

道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため

必要な措置 

（命令、代執行）【道路管理者】 

災害救助法 

（第４条、施行令第

２条） 

災害における障害物の除去等の措置 

（災害救助法に基づく救助として、災害によって運

ばれた日常生活に著しい支障を及ぼしているものの

除去）【都道府県知事】 

災害対策基本法 

（第６４条） 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、応急措置を実施するため緊急の必要が

あると認めるときの措置 

（土地、建物の使用等、被害を受けた工作物の除去

等）【市長村長】 
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 ３ 空家等対策の実施体制に関する事項 

 （１）市民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項  

    市民等から寄せられる空家等に関する情報及び相談内容については、空

家等がもたらす問題に関する情報提供や、所有者自らによる適切な管理方

法や利活用に関する相談等多岐にわたります。 

    都市整備課が総合的な窓口として対応し、相談内容に応じて庁内関係課

との連携や、関係団体等の紹介を行います。 

 

 

  

市民・所有者等

庁内関係課

●空家等の相談対応 ●空家等の調査

●空家等対策の実施 ●空家等データベースの管理

●空家等対策計画の策定 等

空家等に関する総合窓口

（都市整備課）

結果報告相談・情報提供

情報共有・連携対応

●法務、不動産、建築の専門家

●警察、消防

●自治会、ＮＰＯ、住民活動団体 等

関係団体等

情報共有・連携対応

相談対応・支援
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 （２）庁内関係課との連携 

    市民等からの空家等に関する相談の際に寄せられた情報が、複数の部署

に関係する事案については、庁内関係課と連携・協力して対応します。 

担当課名 役割 

都市整備課 

（0479-73-0091） 

・空家等の相談対応に関すること。 

・空家等の調査に関すること。 

・空家等の発生予防及び適切な管理の促進に関すること。 

・空家等及び空家等の跡地の有効活用の促進に関すること。 

・空家等に対する措置の実施に関すること。 

・特定空家等の認定に関すること。 

・空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 

・空家等情報のデータベース化、管理に関すること。 

・空家等対策協議会及び関係団体等との連携に関すること。 

企画課 

（0479-73-0081） 

・空き家バンクに関すること。 

・移住、定住の促進に関すること。 

総務課 

（0479-73-0084） 

・災害対策及び災害時の応急処置等に関すること。 

 

税務課 

（0479-73-0087） 

・固定資産税台帳に関すること。 

・固定資産税の住宅用地特例に係る対応に関すること。 

市民課 

（0479-73-0086） 

・戸籍、住民基本台帳に関すること。 

 

環境生活課 

（0479-73-0088） 

・防犯対策に関すること。 

・ごみに関すること。 

・空家等の跡地の環境美化に関すること。 

・市民協働に関すること。 

商工観光課 

（0479-73-0014） 

・空き店舗活用支援事業等に関すること。 

・事業用空き物件情報登録制度に関すること。 

建設課 

（0479-73-0092） 

・道路交通安全確保等に関すること。 

※令和６年３月現在の連携体制について記載しています。後述する空家等対策検

討委員会での今後の協議の結果によっては、連携・協力する事項の拡大や整理

をすることがあります。  



 

２６ 

 

 （３）関係団体等との連携 

    計画の推進、空家等対策の着実な実施のためには、関係団体との連携が

不可欠です。各主体がそれぞれの役割を認識し、状況に応じた対策を講じ

ることが重要となります。 

    空家等の発生予防、有効活用の促進、管理不全の解消の各段階において、

必要に応じて専門家の助言、事業者の協力を得るとともに、警察、消防そ

の他の関係機関と連携して空家等の適切な管理を促進します。 

 
 （４）匝瑳市空家等対策協議会 

    本市では、法第８条及び条例第７条の規定により、匝瑳市長のほか市内

外の専門家等で構成する「匝瑳市空家等対策協議会」を設置しています。 

    本協議会では、市の空家等対策の実施に対し客観性を持たせるため、条

例第７条第２項に規定する以下の事項に関し、各分野の専門的見地からの

意見を聞きます。 

   ① 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項 

   ② 特定空家等の認定に関する事項 

   ③ 特定空家等に対する措置に関する事項 

   ④ 上記のほか、空家等対策の推進に関する重要な事項 

•相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続等

①弁護士、司法書士、行政書士

•所有者の空家等利活用相談、財産の調査・確認等

②不動産業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士

•空家等の解体、改修の相談及び対応等

③建設業者

•空家等の修繕、改善、耐震診断等の技術的な対応等

④建築士

•危険回避のための対応等

⑤警察、消防

•空家等に関する情報の提供

⑥水道、電気、ガス事業者等

•空家等情報の提供、空家等及び空家等の跡地の利活用、空家等の管理等

⑦自治会、ＮＰＯ、住民活動団体等

•解体ローン、リフォームローン等の融資制度の活用に係る相談等

⑧金融機関
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■匝瑳市空家等対策協議会 委員構成■ 

 委員 分野 

1 匝瑳市長 市長 

2 匝瑳市区長会 会長 地域住民 

3 匝瑳市議会議員 議員 

4 千葉司法書士会 会員 法務 

5 千葉県土地家屋調査士会 会員 不動産 

6 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会北総支部 会員 不動産 

7 一般社団法人 千葉県建築士会海匝支部 会員 建築 

8 匝瑳市社会福祉協議会 会長 福祉 

9 海匝土木事務所 建築宅地課長 行政 

10 匝瑳警察署 地域課長 行政 

11 匝瑳市横芝光町消防組合 予防課長 行政 

 

 （５）匝瑳市空家等対策検討委員会 

  本市では、市の内部組織として、庁内の関係各課の長で構成する「匝瑳

市空家等対策検討委員会」を設置しています。 

    本委員会では、空家等対策の検討や、庁内の関係各課の連携に必要な事

項について協議します。そのほか、空家等について特定空家等の候補とし

て匝瑳市空家等対策協議会へ提案すべきか等を判断します。 

 

■匝瑳市空家等対策検討委員会 委員構成■ 

 委員 

1 都市整備課長 

2 企画課長 

3 総務課長 

4 税務課長 

5 市民課長 

6 環境生活課長 

7 商工観光課長 

8 建設課長 

9 福祉課長 

10 高齢者支援課長 
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 ４ 空家等の調査方法 

 （１）調査方法 

    匝瑳市空家等実態調査（追跡調査）を令和４年度及び令和５年度に実施

しましたが、空家等の戸数、状況は年々変化するため、継続的な調査が必

要です。国土交通省が作成した「管理不全空家等及び特定空家等に対する

措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」を参

考に匝瑳市の実情に合わせ、空家等調査を実施します。 

    空家等の調査フローは以下のとおりです。 

 

 

 

 

   ① 空家等の把握 

     これまでの調査結果の更新や新たな空家等の発生等、空家等の最新情

報の把握に努めます。 

    ア 情報提供（市民、自治会、地域事業者、関係行政機関等） 

    イ 水道の閉栓情報から現地確認（外観調査）の実施 

    ウ 職員による定期調査の実施（新規・更新） 

 

 

 

①空家等の把握

•情報提供（市民、自治会
等）

•水道の閉栓情報

•職員によるパトロール

②現地確認

•外観調査

•近隣住民への聞き取り調査

•管理状況の確認

③空家等の分類

•良好な空家等

•管理不全な空家等

•管理不全空家等候補の空家

•特定空家等候補の空家

④所有者等調査

•固定資産税課税情報

•登記

•住民基本台帳

•戸籍

⑤空家等の管理等に関す
る意向調査

•所有者への情報提供

•意向調査

⑥空家等に関するデータ
ベースの整備

•外観情報

•管理状況

•所有者情報

⑦管理不全空家等候補及
び特定空家等候補に係る
調査

•外観調査

•立入調査
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   ② 現地確認 

     現地において外観調査を行い家屋及び敷地の現況を確認します。 

    ア 空家等の判断 

外観全体（屋根・壁）、テレビアンテナ、ガス、電気、雨戸、ポスト、

募集看板の有無、表札、生活等のサイン、近隣住民情報等 

 

    イ 管理状況 

    （ア）建物の管理状況 

       戸締り、外壁の破損、屋根瓦や外壁の剥がれ、基礎の破損、窓ガ

ラスの破損状況、付属物の破損や腐食等 

 

    （イ）敷地の管理状況 

       門塀の傾きやクラック、雑草や立木の繁茂、ゴミや自動車等の放

置、動物のふん尿や排水等の流出による臭気の発生、動物等の住み

つきや害虫の発生等 

 

    ウ 建物属性 

      建て方、構造及び階数 

 

    エ 敷地の条件 

      門扉、フェンス、塀、擁壁及び駐車場 

 

   ③ 所有者等調査 

     位置情報と所有者等情報の照合、固定資産税課税情報調査、登記情報

調査、住民基本台帳情報、戸籍情報、水道閉栓情報及び近隣住民等から

の情報収集等により、所有者等の調査を行い、権利者を特定します。 

 

   ④ 空家等の管理等に関する意向調査 

     空家等に対する所有者等の意向や、管理状況等を調査し、活用可能な

空家等の抽出、所有者等や活用希望者のニーズに応えた施策を検討して

いくための基礎資料とします。 

 

   ⑤ 空家等に関するデータベースの整備 

     空家等情報の適切な管理を継続的に行うため、空家等のデータベース

化を図ります。 
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     なお、空家等の情報は匝瑳市個人情報保護条例（平成１８年匝瑳市条

例第１１号）に基づき適正に管理します。 

 

   ⑥ 管理不全空家等候補及び特定空家等候補に係る調査 

     匝瑳市管理不全空家等及び特定空家等判断基準に基づく調査を市職員

が実施します。 

なお、外観目視による調査では足りず、敷地内に立ち入って状況を調

査する必要がある場合には、法第９条第２項に基づく立入調査を実施し

ます。 
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資料編 

 １ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成２６年法律第１２７号） 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 空家等の調査（第九条―第十一条） 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置（第十二条―第十四条） 

第四章 空家等の活用に係る措置（第十五条―第二十一条） 

第五章 特定空家等に対する措置（第二十二条） 

第六章 空家等管理活用支援法人（第二十三条―第二十八条） 

第七章 雑則（第二十九条） 

第八章 罰則（第三十条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等

の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生

命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて

空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針

の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家

等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を

定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって

公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物で

あって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地

（立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をい

う。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保

安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状

態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあ

ると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 
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第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要とな

る情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及び

その活用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基

づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講

ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに

実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該

市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他

必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又

は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとす

る。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事

項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは

、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは

、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 
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第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施

するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空

家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他

の空家等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の

活用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指

導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第

九項から第十一項までの規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定

空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域

内の空家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当

該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家

等の跡地の活用が必要となると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」

という。）並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活

用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関する事

項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規

定する中心市街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する

地域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第

四十号）第二条第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点とし

ての機能を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 
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一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本

的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用するこ

とが必要な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条

第一項及び第十八条において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家

等の跡地の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（

空家等活用促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年

法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九

項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項

において同じ。）について第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法

第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規定又は

第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第

十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用す

る場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受ける

ための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三

条第二項の規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項におい

て「敷地特例適用要件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八

メートル以上四メートル未満の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該

当するものを除く。）に二メートル以上接するものに限る。）について、避難及

び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区域内における経済的社会

的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で

定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等

活用促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとす

る。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は

、第三項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法

（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。

第十八条第一項において同じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定めるとき

は、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定

める事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 
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９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項

の第十七条第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一

項から第十三項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下

「用途特例適用要件」という。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、

当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第

四十三条第二項第一号の規定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三

項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場

合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書の規定による許可

の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をい

う。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場

合において、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同

意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特

定行政庁は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供すること

が空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ない

ものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六

条第一項及び第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計

画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行

うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することがで

きる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、

市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定

める。 

第二章 空家等の調査 
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（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の

所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必

要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度に

おいて、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、

又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入っ

て調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認め

られる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の

所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通

知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保

有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、

この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された

利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされて

いるもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされている

もののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にあ

る空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求め

られたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情

報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要がある

ときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他

の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めること

ができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販

売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影
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響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、

次条及び第十五条において同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に

関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする

。 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これ

らの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとす

る。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのま

ま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認め

るときは、当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」とい

う。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部

分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなるこ

とを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全

空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することと

なるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹

の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを

防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると

認めるときは、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二

十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相

続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要

があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の

規定による命令の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため

特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九

第一項又は第二百六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることが

できる。 

第四章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 
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第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事

業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。

）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努

めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。

）の長は、空家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空

家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同じ。）について、当該

空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認める

ときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指

針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請するこ

とができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要が

あると認めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等

に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに

限る。）が第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規

定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例

適用建築物に対する建築基準法第四十三条第二項第一号の規定の適用について

は、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるの

は「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法

律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む

。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた

同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建

築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。

）が第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定によ

り公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建

築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用につ

いては、同条第一項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中

「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認め

て許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるの

は「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）
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第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公

表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定

する用途特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合

すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第

十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」と

あるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを

得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政

庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場

合を含む。）の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促

進区域（市街化調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物

（都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ

。）について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし

書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係るもの

に限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築

物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする

。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規

定する空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、

当該空家等を誘導用途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号

）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家

等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十

四号）第二十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計

画作成市町村からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修

後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合におけ

る地方住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第

二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等

対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第

一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 
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第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十

五年法律第百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村から

の委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活

用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整

及び技術の提供の業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構

法（平成十七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町

村又は第二十三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づ

き、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の

提供その他の援助を行うことができる。 

第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し

、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な

措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又

は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建

築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることが

できる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該

特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた

者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の

生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧

告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、

その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命

ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、そ

の措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並び

に意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じ

ようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を

与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市

町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求

することができる。 
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６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、

第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による

意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の

規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の

三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければ

ならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己

に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措

置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又

は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（

昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき

行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がな

くてその措置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者

」という。）を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しく

は指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三

項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は

、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若

しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」という。）にそ

の措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定め

た期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその

措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に

要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく

危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認める

ときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいと

まがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象

者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることがで

きる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五

条及び第六条の規定を準用する。 
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１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置

その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければ

ならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置すること

ができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設

置を拒み、又は妨げてはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八

号）第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切

な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は

、国土交通省令・総務省令で定める。 

第六章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条

第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又

は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって

、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの

を、その申請により、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）と

して指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は

商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在

地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならな

い。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を

公示しなければならない。 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、

当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該

空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う

改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 
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四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事

業又は事務を行うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保す

るため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさ

せることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施してい

ないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措

置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三

条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しな

ければならない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必

要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必

要があるとして、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項におい

て「所有者等関連情報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の

所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提

供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供

するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人

（当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得な

ければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市

町村に対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画

の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基

本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提

示しなければならない。 
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２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画

の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に

通知するものとする。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をし

ないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その

適切な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条

各項の規定による請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認

めるときは、第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項

の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及び

その理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に

関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に

要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置

を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策

計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な

税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十

万円以下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の

過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第

十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

（検討） 
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２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の

状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加

え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行す

る。 

（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則

第二条に規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の

推進に関する特別措置法（以下この条において「新法」という。）第七条第八項

及び第十八条第一項の規定の適用については、新法第七条第八項中「及び同法

」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一

部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規定する施行

時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定

は、この法律の施行の日（以下この条及び附則第六条において「施行日」とい

う。）以後に新法第二十二条第十項後段の規定による公告を行う場合について適

用し、施行日前にこの法律による改正前の空家等対策の推進に関する特別措置

法（次項において「旧法」という。）第十四条第十項後段の規定による公告を行

った場合については、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の

規定は、施行日以後に同条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し

、施行日前に旧法第十四条第二項の規定による勧告を行った場合については、

なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の

規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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 ２ 匝瑳市空家等対策の推進に関する条例 

（平成２９年匝瑳市条例第１３号） 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第

１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等に関する対策（以

下「空家等対策」という。）に関し必要な事項を定めることにより、市民の良

好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例

による。 

（所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家

等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力す

るよう努めるものとする。 

（市の責務） 

第４条 市は、市民、事業者及び関係行政機関等と協力し、所有者等による空家

等の適切な管理を促進するほか、空家等の有効活用その他必要な空家等対策を

講じるよう努めるものとする。 

（情報の提供） 

第５条 匝瑳市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学

する者（以下「市民等」という。）は、適切に管理されていない空家等を発見

したときは、速やかにその情報を市に提供するよう努めるものとする。 

（空家等対策計画） 

第６条 市は、法第７条第１項の規定により、空家等対策を総合的かつ計画的に

実施するため、空家等対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）

を定めるものとする。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家

等対策に関する基本的な方針 

（２） 計画期間 

（３） 空家等の調査に関する事項 

（４） 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

（５） 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

（６） 特定空家等に対する措置（法第２２条第１項の規定による助言若しくは

指導、同条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同
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条第９項から第１１項までの規定による代執行をいう。以下同じ。）その他

の特定空家等への対処に関する事項 

（７） 市民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

（８） 空家等対策の実施体制に関する事項 

（９） 前各号に定めるもののほか、空家等対策の実施に関し必要な事項 

（協議会） 

第７条 市は、法第８条第１項の規定により、匝瑳市空家等対策協議会（以下こ

の条において「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる事項に関し協議する。 

（１） 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項 

（２） 特定空家等の認定に関する事項 

（３） 特定空家等に対する措置に関する事項 

（４） 前３号に定めるもののほか、空家等対策の推進に関する重要な事項 

３ 協議会は、市長及び委員１０人以内をもって組織する。 

４ 委員は、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定

める。 

（応急措置） 

第８条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及

ぶことを回避するため、速やかに措置を講じる必要があると認めるときは、当

該危険を回避するために必要な最低限度の応急措置を講じることができる。 

２ 市長は、前項の規定による措置を講じようとするときは、当該空家等の所有

者等とその内容を協議し、同意を得るものとする。ただし、所有者等又は当該

所有者等の所在が判明しないときは、当該措置に係る空家等の所在及び当該措

置の内容の告示により、当該同意を得たものとみなす。 

３ 市長は、第１項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等か

ら徴収することができる。 

（関係行政機関との連携） 

第９条 市長は、空家等が適切に管理されていない状態を改善するために必要が

あると認めるときは、千葉県匝瑳警察署その他の関係行政機関に対して、当該

空家等に関する情報を提供し、必要な協力を求めることができる。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 



 

４８ 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（匝瑳市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 匝瑳市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成

１８年匝瑳市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１その２市営住宅入居者選考委員会委員の項の次に次のように加える。 

空家等対策協議会委員 日額 6,000 円 

 

附 則（令和６年３月１９日条例第１６号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 


